
 

 

 

 

那覇市通学路交通安全プログラム 

  

～通学路の安全確保に関する取組の方針～ 
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１．プログラムの目的 

平成２４年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する交通事故が相次いで発生したことから、平

成２４年８月に各小学校の通学路において関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な

対策内容についても関係機関で協議してきました。 

引き続き通学路の安全確保に向けた取組を行うため、関係機関との連携体制の再構築を目的

とし、「那覇市通学路交通安全プログラム」を策定しました。 

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安心して通学できるように

通学路の安全確保を図っていきます。 

 

 

２．那覇市スクールゾーン連絡協議会の活用 

本プログラムの策定にあたっては「那覇市通学路安全会議」を開催し取組方針等につ

いて定めておりますが、推進体制については、これまで活動してきた「那覇市スクール

ゾーン連絡協議会」を活用することで、関係機関の連携強化を図り、本プログラムに沿

って通学路の交通安全対策を着実に実施してまいります。 

那覇市スクールゾーン連絡協議会の構成員は以下の通り。(★印は「通学路安全会議」

の構成員を兼ねる) 

・市立小学校スクールゾーン委員会及び小学校長 

★那覇市学校教育課 ★那覇市市民生活安全課 ★那覇市道路管理課 ★那覇市道路建設課 

・那覇警察署 ・豊見城警察署 

 

 

３．取組方針 

（１）基本的な考え方 

継続的に通学路の安全を確保するため、点検箇所の改善を行うと共に、各スクールゾーン委

員会からの要請事項を検討する会議を行い、情報の共有、改善を進め、通学路の安全性向上を

図ります。 

また、合同点検を定期的に実施し、対策実施後の効果検証を行うとともに、地域の実情に見合

った対策の改善・充実を行います。 

これらの取り組みをＰＤＣＡサイクルとして実践し、本市通学路の安全性向上を図っていきま

す。 

なお、合同点検を実施していない地区においても、各スクールゾーン委員会からの要望箇所

の確認を行った上で対策案を検討し、緊急性が高いと判断した場合は、各構成員において対策

を実施いたします。 
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図- 1  通学路の交通安全確保に向けた PDCAサイクルの概要 

 

（２）定期的な合同点検（Ｐｌａｎ） 

①実施時期について 

・市内３６校区について毎年１２校区ずつ合同点検を実施します。(表－1参照) 

・各小学校区のスクールゾーン委員会からの要望について、重要課題や早急に対策が必要な

箇所などを抽出し、効率的かつ効果的な合同点検を実施します。 

②点検体制について 

・学校、保護者、道路管理者、警察、自治会、各小学校区まちづくり協議会等に参加いただき

実施します。 

 

（３）対策の検討（Ｐｌａｎ） 

合同点検に基づき対策が必要となった箇所については、箇所ごとに歩道の整備やガードレ

ールの設置などのハード施策、スクールゾーンの指定やゾーン３０の指定、交通安全教育など

のソフト施策を検討し、箇所ごとに具体的な対策案を決定します。(対策一覧表、対策箇所図

の作成) 

 

（４）対策の実施（Ｄｏ） 

対策の実施にあたっては、効率的かつ効果的な対策が行えるよう、道路管理者や警察、学

校など関係者間で連携を図ります。 
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（５）対策効果の把握（Ｃｈｅｃｋ） 

合同点検に基づき対策を実施した箇所については、各小学校区スクールゾーン委員会に

対するアンケート調査や事故件数の増減に関する警察からの情報提供などにより対策の効果

について検証します。 

  

（６）対策の改善・充実（Ａｃｔｉｏｎ） 

那覇市スクールゾーン連絡協議会の場を活用し、対策実施後も、効果検証や合同点検の

結果を踏まえ、情報の共有を行い、対策内容の改善・充実を図ります。 

 

 

1 年目 

（A グループ） 

2 年目 

（B グループ） 

3 年目 

（C グループ） 

4 年目 

（A グループ） 

5 年目 

（B グループ） 

6 年目 

（C グループ） 

安謝小学校 神原小学校 上間小学校 安謝小学校 ・・・ ・・・ 

城東小学校 真和志小学校 大名小学校 城東小学校 ・・・ ・・・ 

城北小学校 与儀小学校 石嶺小学校 城北小学校 ・・・ ・・・ 

城西小学校 城岳小学校 仲井真小学校 城西小学校 ・・・ ・・・ 

城南小学校 天妃小学校 金城小学校 城南小学校 ・・・ ・・・ 

真嘉比小学校 開南小学校 曙小学校 真嘉比小学校 ・・・ ・・・ 

泊小学校 垣花小学校 小禄南小学校 泊小学校 ・・・ ・・・ 

大道小学校 小禄小学校 真地小学校 大道小学校 ・・・ ・・・ 

松川小学校 高良小学校 さつき小学校 松川小学校 ・・・ ・・・ 

識名小学校 宇栄原小学校 銘苅小学校 識名小学校 ・・・ ・・・ 

壺屋小学校 松島小学校 天久小学校 壺屋小学校 ・・・ ・・・ 

若狭小学校 古蔵小学校 那覇小学校 若狭小学校 ・・・ ・・・ 

12 校 12 校 12 校 12 校 12 校 12 校 

※4 年目以降については、A グループに戻り継続的に実施する。 

表－1 合同点検予定表 

 

 

４．対策一覧表、対策箇所図の公表 

小学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために小学校ごと

の「対策一覧表」及び「対策箇所図」を作成し、那覇市ホームページで公表します。 
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図- 2 対策箇所一覧表（参考） 

 

 

図- 3 対策箇所図（参考） 
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【参考資料】道路空間における交通安全対策案の考え方について 

通学路の安全対策については、道路の幅員により概ね対策案が決まってくることから、

幅員ごとの整備手法を基本とし、その他全路線において対策可能な案についてまとめた。 

なお、地域の状況や道路の特性等に伴い、様々な対策案が想定されるため、実際の対策

については、その路線にあった対策を検討する必要がある。 

また、児童生徒・保護者に対する交通安全教育・指導や、地域住民・保護者等の協力に

よる登下校の見守り(立哨)などについては、地域全体の安全確保に向けて引き続き取り組

む必要がある。 

 

 

➀ 幅員 12ｍ以上（拡幅整備含む） 

 幅員 12ｍ以上の道路については（拡幅整備含む）、両側に幅員 2ｍ以上の歩道を設け

る。また、13ｍ以上の道路の歩道には植栽桝を設け、快適な歩行空間の確保を行う。（歩

行者が多い場合は、幅員 3.5ｍ以上確保する必要がある。） 

 

※樹種の選定にあたっては、地域特性や沿線の状況等を考慮すること。 

 

※樹種の選定にあたっては、地域特性や沿線の状況等を考慮すること。 

 

 

② 幅員 9m～12m 未満の道路に対する対策案（既存歩道設置あり） 

 現況で歩道設置されている幅員 9m～12m 未満の道路については、車道部を 4ｍ～6ｍ

程度に縮小し、両側に幅員 2ｍ以上の歩道を設ける。なお、植栽を設ける場合は、グリエ

（踏圧防止盤）や特殊基盤材を活用し、有効幅員を確保する。 

（例）

車線 車線
2.5
歩道

3.0 3.0

車道

幅員12ｍ

0 .5 0 .5

歩道
2.5

路肩 路肩

（例）歩行者が多い場合

路肩 歩道
3.5 0 .5 0 .5 3.5

車線
3.0 3.0

幅員14ｍ

歩道 路肩

車道
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 ※樹種の選定にあたっては、地域特性や沿線の状況等を考慮すること。 

 

【若狭 2 号道路改良案（スラローム型）】 

   
※若狭小学校区において実施している生活道路の交通安全対策の一例 

 

 

➂ 幅員４～９m の区画道路（みなし歩道整備） 

幅員 4m～５ｍの道路については、路肩の路面着色（カラーリング）を行う。幅員 6m

以上９ｍ以下の道路については、両側に幅員 1ｍ以上のカラーリングを行い、ガードレ

ールやポールなどが設置可能な場合は、車道と歩行空間の分離を行う（みなし歩道整備）。 

 
※幅員 9m の場合は、中央線の設置、上記②の歩道設置も交通状況等を考慮して判断する。 

 

 

（例）
幅員9ｍ

歩道 車道 歩道

2.0 5.0 2.0

（標準断面図）

歩道

2.5 5.0 1.5

幅員9ｍ

歩道 車道

（例） （例） ※愛知方式

（例） ※愛知方式

車道

4.0 4.5

幅員6ｍ

路肩 車線 路肩

0.75 0.750.5 0.5

幅員4ｍ

車線路肩 路肩

車道

幅員6ｍ

車線
1.0 1.0

路肩 路肩

車道

路肩

1.5 1.56.0
車線 路肩路肩

幅員9ｍ幅員9ｍ

車道 車道

5.02.0 2.0
車線路肩

スラローム型イメージ 
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➃ 全ての道路に対する交通安全対策案（必要に応じて対応策を検討する） 

 
※路肩の着色(カラーリング)については、歩道がない路線を対象としています。 

 

➄ その他交通管理者などが行う交通安全対策案 

 

◆上記対策案については、主な交通安全対策の一例であり、実際の対策については、現地

の状況に応じて決定する必要があります。 

７．シケイン

クランク型 スラローム型

↑
一
方
通
行

６．狭さく設置
(立体)

８．一方通行

止
ま
れ

速
度
落
と
せ

１．路面着色
(カラーリング)

２．交差点のカラー
リング(ハンプ含む)

３．注意喚起表示 ４．速度抑止ハンプ

５．イメージハンプ

ゾーン３０ スクールゾーン

ス

ク
ー

ル

ゾ

ー

ン

ｿﾞｰﾝ

30

※スクールゾーンについては、小学校を中心

に半径約５００ｍの範囲で設定されます。 

なお、交通規制（歩行者専用など）を伴わな

い場合もあります。 

 


